
様式第14号（第40条関係）

   　　　   県北 広域振興局長

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

 ＊整理番号

 ＊受理年月日  　年　月　日

 ＊施設番号

台

kℓ

kℓ

kℓ

備考１ ＊印の欄には、記載しないこと。

２

３

４

５ ２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧の記載欄が足りない場合には、別に（別途）一覧を作成の上、
添付してください。
                                                                                                   （Ａ４）

エネルギー使用量の欄は県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則第39条第１項に規定
する工場又は事業場に該当する場合に、自動車の使用台数の欄は同条第２項に該当する場合に、記載してください。
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 その他の地球温暖化の
対策に関する事項

エネルギー使用量については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）第４
条の方法により原油の数量へ換算した量を記載してください。

該当しない

変更計画書の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させてください。

 主たる工場又は事業場の
名称

 主たる工場又は事業場の
所在地

 エネルギー使用量

 自動車の使用台数

工場等の名称

 別紙のとおり。

エネルギーの使用量工場等の所在地

 二酸化炭素の排出の状況

kl

株式会社丹野組

提出者　株式会社丹野組　

住所　　〒028-6101　岩手県二戸市福岡字中村20番地

２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧

 二酸化炭素の排出の抑制
 のための措置

 変更年月日及び理由 　　年　　月　　日

エネルギーの使用の合理
化等に関する法律第19条
第1項に定める連鎖化事業
者

氏名　　代表取締役社長　丹野明法　　

１．事業者に関する事項

令和　　6年　　9月　　20日

　県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第82条第１項（第82条第
２項）の規定により、次のとおり提出します。

地球温暖化対策（変更）計画書

岩手県二戸市福岡字中村20番地



kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧の記載欄が足りない場合の記載欄

〒

〒

エネルギーの使用量

〒

〒

〒

工場等の名称 工場等の所在地



１　二酸化炭素の排出の状況

燃料別

ガソリン 40 （ 3 ） 37,078 ℓ 2.29 ㎏－CO２／ℓ 84,913 ㎏－CO２

軽油 11 （ ） 66,379 ℓ 2.62 ㎏－CO２／ℓ 173,878 ㎏－CO２

ＬＰＧ （ ） ㎏ 2.99 ㎏－CO２／㎏ ㎏－CO２

電気 kWh 0.477 ㎏－CO２／kWh ㎏－CO２

その他 1 （ ） ㎏－CO２／(　) ㎏－CO２

合計 52 （ 3 ） 258,791 ㎏－CO２

２　二酸化炭素の排出の抑制のための措置

３　その他の地球温暖化の対策に関する事項

○エコドライブ

仕事の集約化。銀行、郵便局、役所等、効率良く自動車利用の回数を最小限に抑える。

社有車代替時、EV車、HV車、エコカー車を優先的に順次導入する。

貨物車の積載量、必要最低限の資材運搬、共同運搬、効率化を図る。現場作業員の乗合移動推奨。

駐車時、停車時エンジン停止。暖気時間短縮。アイドリングストップ機能有効活用。急発進、急加速禁止のエコドラ
イブ推進。エコタイヤを積極的に着用する。

○自動車利用抑制

○電動車

備考　主に次のことを記載してください。
　　・エコドライブの取組（駐車時のエンジン停止、急発進や急加速の抑制等）
　　・輸送方法の合理化に関する取組
　　・電動車（ハイブリッド自動車、電気自動車等）の導入
　　・輸送業務以外での自動車利用の抑制に係る取組

燃料使用量 排出量排出係数（Ｂ）

別紙　その３（自動車用）

自動車関係の二酸化炭素排出量（　年度）
自　　　動　　　車 二酸化炭素の排出

保有台数

○輸送の合理化

2023年（R05）を基準として、3年間で燃費10％向上　二酸化炭素の排出量5％削減する。

備考１　保有台数欄の（　）には、ハイブリッド車の台数（内数）を記載してください。
　　２　二酸化炭素排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年
        政令第143号）の第3条の規定により算定してください。

【具体的な取組】

【目標値】

・ペーパーレスカの推進：あらゆる紙媒体からデータベース化に移行。

・節電の推奨：休憩時、事務所内、現場内照明完全消灯。蛍光灯からLEDに変更。

・ゴミの分別、廃棄、継続中

・冷暖房費の抑制：クールビズ、ウォームビズの積極的実施。ポロシャツ、作業服配布。
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